
臓器移植の実施状況（過去３年間の状況）

平成２０年 平成２１年 平成２２年 移植希望者数

心臓
１１件 ７件 ２３件

１６２名心臓 １６２名
（１１件） （７件） （２３件）

肺
１４件 １０件 ２５件

１４６名
（１４件） （１０件） （２５件）（１４件） （１０件） （２５件）

肝臓
１３件 ７件 ３０件

２９２名
（１３件） （７件） （３０件）

２１０件 １８９件 ２０９件
腎臓

２１０件 １８９件 ２０９件
１２，０８９名

（２６件） （１４件） （６２件）

膵臓
１０件 ７件 ２５件

１７４名膵臓 １７４名
（１０件） （７件） （２５件）

小腸
１件 １件 ４件

４名
（１件） （１件） （４件）（ 件） （ 件） （ 件）

眼球（角膜）
１，６４１件 １，５９５件 １，６９４件

２，６００名
（１１件） （１２件） （２４件）

※１ 移植希望者数は、平成２３年１月４日（眼球（角膜）については平成２２年１２月３１日）現在。
※２ （ ）内は、脳死下での移植実施件数。

普及啓発について

【平成２２年】 改正法の周知に重点【平成２２年】 改正法の周知に重点

意思表示欄が設けられた意思表示欄が設けられた
運転免許証や健康保険証の配布が拡大

【平成２３年以降】
意思表示方法等の啓発に注力意思表示方法等の啓発に注力



普及啓発の取り組み

● 政府広報を活用した普及啓発の実施
・ 新聞への広告（全国紙・地方紙計７２紙（3回実施））

インタ ネ トテレビ オンライン情報 バイル携帯広告 インタ ネ トバナ・ インターネットテレビ、オンライン情報、モバイル携帯広告、インターネットバナー、
ラジオ番組 等

● 各種公共機関 コンビニエンスストア等への臓器提供意思表示カ ド 体型リ フ● 各種公共機関、コンビニエンスストア等への臓器提供意思表示カード一体型リーフ
レットの設置

● 運転免許証及び健康保険証の意思表示欄に関する周知● 運転免許証及び健康保険証の意思表示欄に関する周知、
説明用リーフレットの配布

● 全国の中学生を対象としたパンフレットの配布● 全国の中学生を対象としたパンフレットの配布

● 厚生労働省ホームページによる情報提供

● 臓器移植普及推進月間（毎年１０月）の実施、
臓器移植推進国民大会の開催
（平成22年度は熊本県で開催。平成23年度は長野県で開催予定。）（平成 年度 熊本県 開催。平成 年度 長野県 開催予定。）

【政府広報の実績】

新聞記事下広告（H22.12.27）
新聞突出し広告（H22.7、H22.10）

Yahoo!JAPANバナ 広告（H22 10 22～31）Yahoo!JAPANバナー広告（H22.10.22～31）



カード付きリーフレット（表面）
（（社）日本臓器移植ネットワークのＨＰからダウンロード可能）（（社）日本臓器移植ネットワ クのＨＰからダウン ド可能）

カード付きリーフレット（裏面）
（（社）日本臓器移植ネットワークのＨＰからダウンロード可能）（（社）日本臓器移植ネットワ クのＨＰからダウン ド可能）



中学生向けパンフレット（今年度は全学年に配布）

適正な臓器移植の推進に向けた実施体制

厚生労働省 都道府県
(社)日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ
(財)日本アイバンク協会

・ 臓器移植についての知識や意思表示方法に関する普及啓発の実施
・ 「臓器移植普及推進月間」･「臓器移植推進国民大会」の実施（毎年10月）

国国
民
一
般

・ 臓器移植についての知識や意
思表示方法の普及啓発

・ 臓器提供意思登録システムの

都道府県臓器移植コーディネーター
とともに、

・臓器移植についての知識

・ ガイドライン等の策定、発出
・ 政府広報等を活用した普及

啓発 臓器提供意思登録システムの
運用

・ 意思表示カード・シールの配布

臓器移植についての知識
・意思表示方法等

の周知

啓発
・ ホームページへの情報掲載

・医療従事者に対する普及啓発活動

都道府県臓器移植コーディネーター
都道府県臓器移植コーディネーター

支援事業
（社）日本臓器移植ネットワーク

が行う事業に対し国庫補助
医
療 平成23年度予算案 62 266千円医療従事者に対する普及啓発活動

・関係医療機関の臓器提供体制の
拡充

・心停止下での腎臓・眼球の提供も含
め、臓器提供協力（意思確認の実施）に

活動費 ・活動旅費
・臓器移植推進費
・会議開催費

療
機
関

関係学会等を通じた医療関係者
への普及啓発

平成23年度予算案 62,266千円

ついて施設等巡回し依頼
会議開催費



都道府県臓器移植コーディネーターの業務について

地域において臓器移植の普及定着を図るため 以下の業務を行う

① 日常業務

地域において臓器移植の普及定着を図るため、以下の業務を行う

● 地域住民に対する普及啓発活動

● 臓器提供施設の医療従事者等に対する普及啓発活動

● 臓器提供施設との連携体制の確保・整備 他

② 臓器提供発生時業務

日本臓器移植ネットワークコーディネーターと連携し、以下の業務を行う

● 臓器提供に係る意思の確認等● 臓器提供に係る意思の確認等

● 検査及び摘出された臓器の運搬に関する手続き

● ドナー家族に対し、移植患者の余後の報告 他

２．造血幹細胞移植対策２．造血幹細胞移植対策



造血幹細胞移植対策について

骨髄移植対策

さい帯血移植対策さい帯血移植対策

骨髄移植対策

骨髄バンクドナー登録者数

３７万６千人を超える（H22.12末）

骨髄バンクを介した移植件数

１２，４９８件（H22.12末）
（ 年度 件）（H21年度 1,232件）

将来展望に関する検討会議 （骨髄移植推進財団）将来展望に関する検討会議 （骨髄移植推進財団）

ドナー登録者３０万人の目標達成（H20 1 15）ドナ 登録者３０万人の目標達成（H20.1.15）

人 も多く 有効ド 登録者 確保一人でも多くの有効ドナー登録者の確保



●末梢血幹細胞移植の段階的な実施

＜末梢血幹細胞移植とは＞

・ 白血病等に有効な治療法の一つ

・ 血液中の造血幹細胞をＧ－ＣＳＦの注射で増やし 腕の血管から採取・ 血液中の造血幹細胞をＧ－ＣＳＦの注射で増やし、腕の血管から採取

・ 全身麻酔による骨髄穿刺や自己血採血、手術室の確保が不要
（末梢血幹細胞の採取風景）

末梢血幹細胞移植の導入経緯

H22.3 日本造血細胞移植学会の血縁ドナーフォローアップ事業が終了

H22.8 厚生科学審議会造血幹細胞移植委員会において、末梢血幹細胞移植を骨髄バンク

末梢血幹細胞移植の導入経緯

事業の一環として実施するとの意見

H22.10 骨髄バンク事業での段階的な実施を開始

H23.1 ドナー登録要件を変更し、末梢血幹細胞の提供も見据えたドナー登録等を開始ナ 録要件を変更 、末梢 幹細胞 提供も見据 ナ 録等を開始

骨髄バンクドナー登録要件（平成23年1月～） ※下線部が改正部分

ドナー登録者が次の①から③の要件をすべて満たすことが必要

① 骨髄及び末梢血幹細胞の提供の内容について十分理解した上で同意した者

② 年齢が18歳以上54歳以下の健康な者（提供は20歳以上55歳以下の健康な者）② 年齢が18歳以上54歳以下の健康な者（提供は20歳以上55歳以下の健康な者）

③ 体重が、男性は45kg以上、女性は40kg以上

骨髄バンクドナー登録者数の推移



さい帯血移植対策

さい帯血保存個数

３３ ９６３個（H22 12末現在の公開数）

さい帯血バンクを介した移植件数

３３，９６３個（H22.12末現在の公開数）

さ 帯 ンクを介した移植件数

７，０４３件（H22.12末）
（H21年度 907件）

日本さい帯血バンクネットワークで検討中の課題

各バンクの基準・手順の統一化及び品質の向上

各バンクの業務効率化・運営の安定化

議論の結果等を踏まえ、必要な支援を行う

日本さい帯血バンクネットワーク保存公開さい帯血数の推移



引き続き御協力をお願いします

◆ 一人でも多くの患者さんに移植の機会を提供

できるよう普及啓発等の実施

① 骨髄バンク集団登録事業（集団登録会、献血併行型

◆ 骨髄バンク集団登録事業等の積極的な推進

① 骨髄バンク集団登録事業（集団登録会、献血併行型

ドナー登録会及びドナー登録説明会）の推進

② 保健所窓口におけるドナー登録受付機会の拡大② 保健所窓口におけるドナ 登録受付機会の拡大

③ 関係者からなる連絡協議会の設置、情報・意見交換、

連絡調整

きずなちゃん

（さい帯血バンクのシンボルキャラクター）

連絡調整




